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１．土木工事検査基準

和歌山県土木工事検査基準



 

和歌山県土木工事検査基準 
 

令和６年２月２６日  

（目 的） 

第１条 この基準は、和歌山県工事検査規程（平成１４年和歌山県訓令第２１号）に基づく、土木工事

検査に必要な技術的事項を定め、検査の適切な実施を図ることを目的とする。 

 

（適 用） 

第２条 この基準は、和歌山県工事検査規程に定める完成検査、一部完成検査、中間検査、及び出来高

検査に適用する。 

 

（検査の内容） 

第３条 検査は、当該工事の契約図書に基づき、工事実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて適

否の判断について行うものとする。 

なお、出来高検査及び中間検査については別紙第１により行うものとする。 

 

（工事実施状況の検査） 

第４条 工事の実施状況の検査は、契約内容の履行状況、工事実施状況、工程管理、安全管理及び施工

体制等の管理状況に関する各種の記録（写真、ビデオ等による記録を含む。）と、設計図書等を対比

し、別表第１及び別表第２により行うものとする。 

 

（出来形の検査） 

第５条 出来形の検査は、位置、形状寸法及び出来形管理に関する各種の記録と、設計図書とを対比

し、別表第３により行うものとするが、現地状況及び工事規模等を勘案して、検査員は、適宜検査密

度を変更して、検査を行うことができる。ただし、外部からの観察、出来形管理の状況を示す資料、

写真等により出来形の適否を判断することが困難な場合、検査員は、請負契約書の定めるところによ

り、必要に応じて、工事目的物を最小限破壊して検査を行うものとする。 

なお、ＩＣＴ活用工事における出来形の検査については、別紙２により行うものとする。 

 

（品質の検査） 

第６条 品質の検査は、品質、規格、性能及び品質管理に関する各種の記録と、設計図書で定める規格

とを対比し、別表第４及び第５により行うものとする。ただし、外部からの観察、品質管理の状況を

示す資料、写真等により品質の適否を判断することが困難な場合、検査員は、請負契約書の定めると

ころにより、必要に応じて、工事目的物を最小限破壊して検査を行うものとする。 

 

（出来ばえの検査） 

第７条 出来ばえの検査は、仕上げ面、とおり、すり付け等の程度及び全般的な外観について、目視観

察により行うものとする。 

 

（検査の基準） 

第８条 工事検査の出来形検査基準は、別表第３とし、品質検査基準は、別表第４及び第５によるもの

とする。その規格値は、和歌山県土木工事施工管理基準によるものとする。 

 

（破壊検査の基準） 

第９条 前第５条、第６条により工事目的物を最小限度破壊して検査を行う場合は、別表第６により行

うものとする。 

 

 

 

 

－１－ 

 



 

附 則 

（施行期日等） 

 １ この基準は、令和 ６年 ４月 １日から施行する。 

 ２ この基準は、令和 ６年 ４月 １日以降に行う検査から適用する。 

（和歌山県土木工事検査基準（案）の廃止） 

 ３ 和歌山県土木工事検査基準（案）は、廃止する。 
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別紙第１ 

 

１．出来高検査の内容 

 

出来高検査は、工事完成前に工事請負代金の部分払いを行う必要がある場合、契約図書に基づく検

査対象の出来高部分について、履行の確認を行うものとする。 

なお、検査は実地検査を原則とし、以下の取扱いとする。 

 

（１）出来高検査を実施する際は、契約書及び設計図書のいずれにも、準備の必要の根拠を持たない

必要以上の、関連資料の準備を求めないこととする。 

 

（２）出来高検査に際しては、現場の清掃及び片付け等の実施を、受注者に求めないこととする。 

なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動

等を適宜求めることを、妨げるものではないものとする。 

 

（３）出来高検査においては、完成写真部分の提出が後日となる場合、完成写真に代わる完成状況の

確認は、現場での目視等によって行うこととする。 

 

（４）出来高検査については、工事写真についてネガ等現本の整備状況や、提出対象とするもの以外

の、写真の整理状況を問わないものとする。 

 

（５）品質管理写真については、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を

省略することができるものとする。 

 

（６）監督員が、臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略することができるもの

とする。 

 

（７）検査員が、完成検査により工事の完成を確認した後、工事目的物の引渡を受けるものとする。 

 

２．中間検査の内容 

 

中間検査は、完成検査時では、工事の適否の判定が困難であると認められるときに、工事の施工中 

において、契約図書に基づき検査対象の履行状況について行うものとする。 

なお、検査は実地検査を原則とし、以下の取扱いとする。 

 

（１）中間検査は、中間検査時点で完成している部分に対して行い、検査方法は完成検査に準ずる。 

 

（２）原則として、中間検査時点で検査対象工事の契約変更手続きが完了していること。 

 

（３）中間検査は、原則として次なる工事について行うこととする。 

 

①  河川・港湾等の重要構造物（主要な河川等に設置する堰堤、頭首工、大型随門、ポンプ 

場や港湾等の主要な防波堤、岸壁）の基礎完了時 

②  橋梁の特殊基礎（橋台、橋脚の基礎のうち単純な場所打ち工法等を除く基礎）の完了時 

③  ため池等工事で完成時貯水等のため現地確認ができない工事の完了時 

④  河川、港湾等における消波、根固めブロック、コンクリート等の主要なもの（工事完了 

時に現地確認できるものを除く）の製作完了時 

⑤  橋梁架設・橋梁塗装工事等で工事完了時に現地での確認が困難（仮設足場等が必要）な 

もの 

⑥  大規模な鉄骨建築物の鉄骨建方完了時 

 

 

－３－ 



 

⑦  大規模な鉄筋コンクリート建築構造物の、躯体コンクリート完了時又は途中段階で仕上げ工 

程に入る前 

⑧  地下階のある大規模な建築構造物では、地下躯体完了時及び上記⑥⑦と同じ完了時 

⑨  上記⑥⑦⑧の建築構造物における設備工事で、躯体完了後の電気・空調・ガス・給排水衛 

生設備の配管完了時 

⑩  大規模な機械、電気等設備工事等の主配管完了時及び主用機械のベースの取付完了時 

⑪  上記⑥⑦⑧の大規模な建築構造物とは、述べ床面積１，０００平方メートル以上の建築物と

いう。ただし、車庫・倉庫等の鉄骨造において、隠ぺい箇所の少ないものは除く。 

⑫  上記⑩の大規模な機械・電気設備とは、最大電力（契約電力）３００キロワット以上もしく 

は、それに相当する設備をいう。 

 

（４）その他特に必要と認められる場合は、中間検査を行うことができる。 
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別紙２ 

 

ＩＣＴ活用工事における出来形検査について 

工事目的物が、契約図書に定められた出来形が確保できているか確認するため、以下の検査を 

原則とする。 

 

１．書面検査 

（１）３次元計測技術を用いた出来形管理に関わる施工計画書の記載内容の確認 

（２）設計図書の３次元化に関わる確認 

（３）計測技術を用いた出来形管理に係る工事基準点等の測量結果の確認 

（４）３次元設計データチェックシートの確認 

（５）利用する３次元計測技術の計測性能および精度管理に係わる報告書の確認 

（６）出来形管理に係わる「出来形管理図表」の確認 

 

２．実施検査 

（１）面管理の場合 

施工管理データが、搭載された出来形管理用ＴＳ等を用いて、現地で自らが指定した場所の 

出来形計測を行い、３次元設計データの設計面と、実測値との標高差が、規格値内であるかを 

検査する。（ただし、出来形帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書が配出され、計測データ 

の改ざん防止や、信憑性の確認可能なソフトウェアが現場導入されるまでの期間とする。) 

なお、３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）による出来形計測を適用できない場合 

は、従来の代表断面における幅・法長・基準高等の設計値と、実測値の比較による検査を行う 

こととする。ただし、検査頻度は代表断面１断面とする。 

（２）断面管理の場合 

３次元計測技術を用いて、現地で自らが指定した項目を構成する端部の座標計測を行い、２ 

点の座標間の距離を算出することによって、設計値と計測値の差が規格値内であるかを検査す 

る。また、他点計測技術を用いる場合、計測点群を利用して各項目を管理することで、実施検 

査を代替できる。 

（３）施工履歴データ管理の場合 

３次元施工履歴データ資料を用いて、施工範囲全面がもれなく施工されていることを確認 

する。 
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別表第１（第４条関係）　　　工事実施状況の検査留意事項【土木工事】

　安全管理状況

　交通処理状況及び措置内容

　関係法令の遵守状況

　工事打合簿

　設計図書、施工計画書　安全管理

　工程管理 　実施工程表、工事打合簿 　工程管理状況及び進捗状況

　現場管理状況

　適正な施工管理状況

　その他関係書類 　創意工夫、施工方法及び手戻りに対する

 　下請負人の通知

　工事施工状況 　施工計画書、工事打合簿 　施工計画に沿った施工状況

　（施工体制台帳）　

　（施工体系図）　  　現場代理人の常駐状況の確認

施工体制又は、現
場組織

　適正な施工体制の記載内容と実施状況の確認　施工計画書

　その他契約等の履行状況

　請負契約書、設計図書

項　　　　目

契約書等の履行状
況

関　　係　　書　　類 内　　　　　　　　　容

　指示・承諾・協議事項等の処理内容、支給

　材料・貸与品及び工事発生品の処理状況

－6－



                                                －７－  

別表第２(第４条関係) 検査における関係書類 

 

項  目 

 

関係書類 

書類作成者 検査の種類  

備  考 発 注 者 受 注 者 出来高

検査 

中間 

検査 

一部完

成検査 

完成 

検査 

①契約関係 契約書(当初・変更) ○  ○ ○ ○ ○  

設計図書(当初・変更・精算・出来高) ○  ○ ○ ○ ○  

工程表(当初・変更・実施)  ○  ○ ○ ○ 和歌山県建設工事事務規程 別記第5号様式 

下請負(委任)通知書  ○  ○ ○ ○ 和歌山県建設工事事務規程 別記第7号様式 

現場代理人等通知書  ○ ○ ○ ○ ○ 和歌山県建設工事事務規程 別記第8号様式 

現場代理人等変更通知書  ○ ○ ○ ○ ○ 和歌山県建設工事事務規程 別記第9号様式 

工期延長請求書  ○  ○ ○ ○ 和歌山県建設工事事務規程 別記第10号様式 

損害発生通知書  ○  ○ ○ ○ 和歌山県建設工事事務規程 別記第11号様式 

完成通知書  ○    ○ 和歌山県建設工事事務規程 別記第12号様式 

既済部分検査請求書  ○ ○    和歌山県建設工事事務規程 別記第17号様式 

指定部分完成通知書  ○   ○  和歌山県建設工事事務規程 別記第18号様式 

建退共掛金収納書  ○  ○ ○ ○ 契約締結後1ヵ月以内及び完成時 

②工事打合せ簿 指示・承諾・協議・通知等 ○ ○ ○※1 ○ ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 様式第2号 ※既提出済書類 

③段階確認等 段階確認書  ○ ○※1 ○ ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 様式第4号 ※既提出済書類 

立会願  ○ ○※1 ○ ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 様式第5号 ※既提出済書類 

履行報告書  ○ ○ ○ ○ ○ 契約書第11条関係 

④施工計画書 施工計画書(当初・変更)  ○ ○※1 ○ ○ ○ ※既提出済書類 

施工体制台帳  ○ ○ ○※2 ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 施工体制台帳(作成例) 

作業員名簿  ○  ○※2 ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 作業員名簿 

施工体系図  ○  ○※2 ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 施工体系図(作成例) 

再下請通知書  ○  ○※2 ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 再下請通知書(作成例) 

現場組織表  ○  ○※2 ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 様式1-1、様式1-2 

再生資源利用計画書  ○   ○ ○ 建設副産物情報交換システムによる 請負代金額100万円以上の工事 

再生資源利用促進計画書  ○   ○ ○ 建設副産物情報交換システムによる 請負代金額100万円以上の工事 

再生資源利用実施書  ○   ○ ○ 建設副産物情報交換システムによる 請負代金額100万円以上の工事 

再生資源利用促進実施書  ○   ○ ○ 建設副産物情報交換システムによる 請負代金額100万円以上の工事 

⑥工事材料資料 材料確認願  ○ ○※1 ○ ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 様式第3号 ※既提出済書類 

工事材料確認書  ○ ○※1 ○ ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 様式第7号 ※既提出済書類 

⑥品質管理資料 材料品質証明資料  ○ ○※1 ○ ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 様式第8号 ※:出来高検査時提示 

品質管理関係図書  ○ ○※1 ○ ○ ○ ※:出来高検査時提示 

⑦出来形管理資料 出来形成果表 管理図  ○  ○ ○ ○ 県土木工事施工管理基準運用方針別添-1、別添-2 

⑧工事写真 工事記録写真  ○ ○※1 ○ ○ ○ ※不可視部含め工事状況を確認。ダイジェスト版又はPC提示で可。 

⑨出来形 出来形図面、展開図  ○ ○※1 ○ ○ ○ ※出来高部分を加筆着色した図面 

⑩その他 安全管理関係  ○  ○  ○ 必要の都度及び工事完成時 

工事カルテ受領書(契約・変更・完成)  ○  ○ ○ ○ 契約後・変更後、完成後の10日以内 請負代金額500万円以上の工事 

電子納品  ○    ○ 和歌山県県土整備データ共有フラットフォームにて電子納品 

工事日誌  ○  ○ ○ ○ 提出を求められた場合 

工事特性・創意工夫・県産品・県認定リサイ

クル製品・社会性等・施工体制・施工状況に

関する実施状況 

 ○  ○ ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 様式7-1、様式7-2  

必要の都度及び工事完成時 

調達調書  ○  ○ ○ ○ 土木請負工事必携 工事関係提出書類 様式4-1 監督員の求めに応じて 

１．※その他必要書類については、工事出来高部分の履行の確認を行う上で必要であるものを用意すること。 

２．※その他必要書類については、工事中間検査の履行状況を行う上で必要であるものを用意すること。 



別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（1／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

共通

的工

種 

掘削工 基準高､法長､延長 施工延長20mに1箇所。 

掘削工(面管理の場合) 

(水中部)(面管理の場

合) 

平場標高較差､法面水平又は 

標高較差 

1工事に１断面。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 

盛土工 基準高､法長､延長 施工延長20mに1箇所。 

盛土工(面管理の場合) 天端標高格差､法面標高格差 1工事に１断面。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 

盛土補強土 

補強土(ﾃｰﾙｱﾙﾒ)壁工法 

多数ｱﾝｶｰ式補強土工法 

基準高､厚さ､控長､延長 施工延長20mに1箇所。 

法面整形工(盛土部) ※厚さ､延長 施工箇所に1箇所。 

(厚さ)施工延長20mに1箇所。※土羽

打ちのある場合。 

法面整形工（盛土部） 

（面管理の場合） 

天端標高格差､法面標高格差 1工事に１断面 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 

堤防天端工 幅､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

(厚さ)施工延長200mに1箇所。 

道路土工 掘削工 基準高､法長､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

道路土工 掘削工 

(面管理の場合) 

平場標高較差､法面(小段含 

む)水平または標高較差 

1工事に１断面。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 

道路土工 

(路床路体盛土工) 

基準高､法長､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

道路土工 

(路床路体盛土工) 

(面管理の場合) 

天端標高較差､法面(小段含 

む)標高較差 

1工事に１断面。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（2／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

共通

的工

種 

道路土工 

法面整形工(盛土部) 

※厚さ､延長 施工箇所に1箇所。 

(厚さ)施工延長20mに1箇所。※土羽 

打ちの場合。 

道路土工 

法面整形工（盛土部） 

(面管理の場合) 

天端標高格差､法面標高格差 1工事に１断面 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 

鉄筋工(組立て) 平均間隔､かぶり 施工箇所に1箇所。 

矢板工(指定仮設・任

意仮設除く) 

基準高､変位､根入長､延長 施工延長20mに1箇所。 

縁石工(縁石・ｱｽｶｰﾌﾞ) 延長 施工箇所に1箇所。 

小型標識工 設置高､(基礎)高さ､幅､根入

長 

施工箇所に1箇所。 

防止柵工 取付高､(基礎)高さ､幅､延長 施工箇所に1箇所。 

路側防護柵工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰ

ﾙ) 

取付高､(基礎)高さ､幅､延長 施工箇所に1箇所。 

(基礎)施工延長20mに1箇所。 

路側防護柵工(ｶﾞｰﾄﾞｹﾚ

ｰﾙ) 

取付高､(基礎)高さ､幅､延長 施工箇所に1箇所。 

(基礎)施工延長20mに1箇所。 

区画線 幅､延長 施工箇所に1箇所。 

道路付属物工(視線誘

導標･距離標) 

高さ 施工箇所に1箇所。 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工 塗料使用量 立会確認及び写真等から塗料使用量 

(空缶数)を確認。 

ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工(購

入)(けた橋･ｽﾗﾌﾞ橋) 

桁長､断面外形寸法､橋桁のそ 

り､横方法の曲り 

桁全数に1箇所。 

ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 幅､高さ､桁長ℓ支間長､横方法 

最大ﾀﾜﾐ 

桁全数に1箇所。 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁製作

工(購入工) 

桁長､断面の外形寸法 桁全数に1箇所。 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁組立

工 

桁長ℓ支間長､横方向最大ﾀﾜﾐ 桁全数に1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（3／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

共通

的工

種 

PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工 基準高､幅､厚さ､桁長ℓ 桁全数に1箇所。 

PC箱桁製作工 基準高､幅､内空幅､高さ､内空 

高さ､桁長ℓ 

桁全数に1箇所。 

PC押出し箱桁製作工 幅､内空幅､内空高さ､桁長ℓ 桁全数に1箇所。 

根固めブロック工 基準高､厚さ､幅､延長 施工箇所に1箇所。 

沈床工 基準高､幅､延長 施工箇所に1箇所。 

捨石工 基準高､幅､延長 施工箇所に1箇所。 

階段工 幅､高さ､長さ､階段数 施工箇所に1箇所。 

伸縮装置工 据付高さ､表面の凹凸､歯咬み 

合い部の高低差・横方向間隔 

仕上げ高さ 

施工箇所に1箇所。 

多自然型護岸工 

(巨石張り、巨石積み) 

基準高､法長､延長 施工延長20mに1箇所。 

多自然型護岸工 

(ｶｺﾞﾏｯﾄ) 

法長､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

羽口工(ｼﾞｬｶｺﾞ) 法長､厚さ 施工延長20mに1箇所。 

羽口工 

(ﾌﾄﾝｶｺﾞ･ｶｺﾞ枠) 

高さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 基準高､幅､高さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

側溝工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類) 

基準高､延長 施工延長20mに1箇所。 

側溝工(現場打水路工) 基準高､厚さ､幅､高さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

側溝工(暗渠工) 基準高､幅､深さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

集水桝工 基準高､厚さ､幅､高さ 施工箇所に1箇所。 

現場塗装工 塗膜厚 施工箇所に1箇所。 

基礎

工 

一般事項 

(切込砂利･砕石基礎工 

･割ぐり石基礎工･均し 

ｺﾝｸﾘｰﾄ) 

幅､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 
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表第３(第５条関係) 出来形検査基準（4／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

基礎

工 

基礎工(護岸工) 

(現場打ち) 

基準高､幅､高さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

基礎工(護岸工) 

(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 

基準高､延長 施工延長20mに1箇所。 

既製杭工 

(既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭･鋼管杭 

H鋼杭･鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭) 

基準高､根入長､偏心量､傾斜 

杭径 

杭全数に1箇所。 

場所打杭工 

 

基準高､根入長､偏心量､傾斜 

杭径 

杭全数に1箇所。 

深礎工 基準高､根入長､偏心量､傾斜 

基礎径 

杭全数に1箇所。 

ｵｰﾌﾟﾝｹｰｿﾝ基礎工 基準高､ｹｰｿﾝの長さ､ｹｰｿﾝの幅 

ｹｰｿﾝの高さ､ｹｰｿﾝの壁厚､偏心 

量 

杭全数に1箇所。 

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 基準高､ｹｰｿﾝの長さ､ｹｰｿﾝの幅 

ｹｰｿﾝの高さ､ｹｰｿﾝの壁厚､偏心 

量 

杭全数に1箇所。 

石･

ブロ

ック

積

(張)

工 

鋼管矢板基礎工 基準高､根入長､偏心量 杭全数に1箇所。 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工張ﾘ) 

基準高､法長､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 

(連節ﾌﾞﾛｯｸ張ﾘ) 

基準高､法長､延長 施工延長20mに1箇所。 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 

(天端保護ﾌﾞﾛｯｸ) 

基準高､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

緑化ﾌﾞﾛｯｸ工 基準高､法長､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（5／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

舗装

工 

石積(張)工 基準高､法長､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

橋面防水工(ｼｰﾄ系床版

防水工) 

ｼｰﾄの重ね幅 施工箇所に1箇所。 

下層路盤工 基準高､幅､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

(厚さ)施工延長200mに1箇所。 

下層路盤工 

(面管理の場合) 

基準高､厚さあるいは標高較 

差 

1工事に１断面。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 

上層路盤工 厚さ､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

(厚さ)施工延長200mに1箇所。 

上層路盤工 

(面管理の場合) 

厚さあるいは標高較差 1工事に１断面。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工)(薄層ｶ

ﾗｰ舗装工)(ﾌﾞﾛｯｸ舗装

工)(ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工) 

厚さ､幅､平坦性､延長 施工延長20mに1箇所。 

(厚さ)1000㎡に1箇所。 

1工事当り3孔コア採取測定。 

(平坦性)施工延長100m以上に1回。 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工)(薄層ｶ

ﾗｰ舗装工)(ﾌﾞﾛｯｸ積工 

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工) 

(面管理の場合) 

厚さあるいは標高較差､平坦 

性 

1工事に１断面。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 

(平坦性)施工延長100m以上に1回。 

路面切削工 厚さ､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

路面切削工 

(面管理の場合) 

厚さ標高較差､幅 1工事に１断面。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 

(幅)施工延長20mに1箇所。 

舗装打換え工 

(路盤工) 

幅､厚さ､延長 施工箇所に1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（6／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

舗装

工 

舗装打換え工 

(舗装工) 

幅､厚さ､延長 施工箇所に1箇所。 

地盤

改良

工 

路床安定処理工 基準高､施工厚さ､幅､延長 施工延長20mに１箇所。 

(施工厚さ､幅､延長) 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合は全体改良図 

を用いて確認をする(実測不要)。 

置換工 基準高､置換厚さ､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

表層安定処理工 

(ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ海上) 

基準高､法長､天端幅､天端延 

長 

施工延長20mに1箇所。 

表層安定処理工 

(施工履歴データ管理

を用いた出来形管理の

場合) 

基準高､法長､天端幅､天端延 

長 

施工延長20mに1箇所。 

(天端幅､天端延長) 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合は全体改良図 

を用いて確認をする(実測不要)。 

ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工 基準高､厚さ､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工 基準高､厚さ､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工 

(ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工)(ﾍﾟｰﾊﾟｰ

ﾄﾞﾚｰﾝ工)(袋詰式ｻﾝﾄﾞ

ﾄﾞﾚｰﾝ工) 

締固改良工 

(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工) 

位置間隔､杭径､打込長さ､ｻﾝ 

ﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工､袋詰式ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ 

工､ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙの砂混 

入量 

100本に1箇所。 

但しﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ工の杭径は対象外 

(打込長さ)全本数に1箇所。 

(砂混入量)計器管理により確認をす 

る。 

固結工 

(粉体噴射攪拌工)(高

圧噴射攪拌工)(ｽﾗﾘｰ攪

拌工)(生石灰ﾊﾟｲﾙ工) 

基準高､位置間隔､杭径､深度 全数に1箇所。 

1箇所4本測定。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（7／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

地盤

改良

工 

固結工 

(ｽﾗﾘｰ攪拌工) 

(施工履歴ﾃﾞｰﾀを用い 

た出来形管理の場合) 

基準高､位置､杭径､深度 全数に1箇所。 

(基準高､位置)杭芯位置管理表によ 

り確認をする。 

(杭径)施工前の攪拌翼の寸法実測に

より確認をする(掘起しによる実測

確認不要)。 

(深度)杭打設結果表により確認をす

る(残尺計測による確認不要)。 

固結工 

(中層混合処理) 

(施工履歴ﾃﾞｰﾀを用い 

た出来形管理の場合) 

基準高､施工厚さ､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

(施工厚さ)施工時の改良深度確認を 

出来形とする。但し、３次元出来形 

管理要領に基づき出来形管理を実施 

する場合、全体改良範囲図を用いて 

施工厚さ･幅･延長を確認する(実測 

不要)。 

仮設

工 

土留･仮締切工 

(ｱﾝｶｰ工) 

削孔深さ､配置誤差 全数に1箇所。 

土留･仮締切工 

(連節ﾌﾞﾛｯｸ張り工) 

法長､延長 施工延長20mに1箇所。 

土留･仮締切工 

(締切盛土) 

基準高､天端幅､法長､延長 施工延長20mに1箇所。 

仮設

工 

土留･仮締切工 

(中詰盛土) 

基準高､延長 施工延長20mに1箇所。 

地中連続壁工(壁式) 基準高､連壁の高さ､壁体長 施工延長20mに1箇所。 

地中連続壁工(柱列式) 基準高､連壁の高さ､壁体長 施工延長20mに1箇所。 

工場

製作

工 

鋳造費(金属支承工) 部材寸法 製品全数に1箇所 

鋳造費(大型ゴム支承

工) 

幅､長さ､直径､厚さ 製品全数に1箇所。 

 

仮設材製作工 部材長 図面寸法表示箇所に1箇所 
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表第３(第５条関係) 出来形検査基準（8／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

工場

製作

工 

刃口金物製作工 刃口高さ､外周長 図面寸法表示箇所に1箇所 

桁製作工(仮組立によ

る検査実施する場合) 

(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ仮組立検査

行う場合) 

(部材精度) 

ﾌﾗﾝｼﾞ幅､腹板高､腹板間隔､板 

の平面度､ﾌﾗﾝｼﾞ直角度､部材 

長､圧縮材曲り 

主桁､主構､各支点及び各支間に1箇 

所。 

(部材長)主要部材全数に1箇所 

桁製作工(仮組立によ

る検査実施する場合) 

(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ仮組立検査

行う場合) 

(仮組立精度) 

全長､支間長､主桁主構の中心 

距離･通り･そり･鉛直度､主桁 

主構の橋端における出入差､ 

主構組立高さ､現場継手部の 

すき間 

主桁､主構に1箇所。 

(全長･支間長)各桁毎に1箇所。 

桁製作工(仮組立検査

実施しない場合) 

(部材精度) 

ﾌﾗﾝｼﾞ幅､腹板高､腹板間隔､板 

の平面度､ﾌﾗﾝｼﾞ直角度､部材 

長､圧縮材曲り 

主桁､主構､各支点及び各支間に1箇 

所。 

(部材長)主要部材全数に1箇所 

桁製作工 

鋼製堰堤製作工(仮組 

立時) 

部材水平度､堤長､堤幅､高さ､ 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの高さ 

全数に１箇所。 

検査路製作工 (部材)部材長 図面寸法表示箇所に１箇所。 

鋼製伸縮継手製作工 (部材)部材長 

(仮組立時) 

組合せる伸縮装置との高さの 

差､ﾌｨﾝｶﾞｰの食い違い 

(部材)製品全数に１箇所。 

(仮組立時)両端部及び中央部付近を 

1箇所。 

落橋防止装置製作工 部材寸法、部材長 図面寸法表示箇所に１箇所。 

橋梁用防護柵製作工 部材寸法、部材長 図面寸法表示箇所に１箇所。 

ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工 (仮組立時) 

上面水平度､鉛直度､高さ 

軸心上全数に１箇所。 

ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工 (部材) 

ﾌﾗﾝｼﾞ幅､腹板高､ﾌﾗﾝｼﾞ直角度 

部材長 

(仮組立時)主桁のそり 

各支点及び各支間中央付近に1箇所 

(部材長)主要部材全数に1箇所。 

(仮組立時)各主桁に1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（9／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

工場

製作

工 

鋼製排水管製作工 (部材)部材長 図面寸法表示箇所に１箇所。 

工場塗装工 塗膜厚 施工箇所に1点。 

橋梁

架設

工 

架設工(鋼橋) 全長､支間長 各桁毎の全数に1箇所。 

 通り､そり､主桁主構の中心間 

距離･鉛直度､主桁の橋端にお 

ける出入差､現場継手部のす 

き間 

主桁主構全数に1箇所。 

全継手数に1箇所。 

架設工(ｺﾝｸﾘｰﾄ橋) 全長､支間長 各桁毎の全数に1箇所。 

 桁の中心間距離､そり 一連毎の両端及び支間中央に1箇所 

(そり)主桁全数に1箇所。 

法面

工 

植生工 法長､延長 (法長)施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合でも上記の密 

度とする。 

植生工 

(植生基材吹付工) 

(客土吹付工) 

法長､厚さ､延長 (法長)施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合でも上記の密 

度とする。 

(厚さ)検査孔に1箇所。 

吹付工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ) 

法長､厚さ､延長 (法長)施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合でも上記の密 

度とする。 

(厚さ)せん孔に1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（10／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

法面

工 

法枠工 

(現場打法枠工) 

(現場吹付法枠工) 

法長､幅､高さ､枠中心間隔､延 

長 

施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合でも上記の密 

度とする。 

法枠工 

(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工) 

法長､延長 施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

擁壁

工 

ｱﾝｶｰ工 削孔深さ､配置誤差､せん孔方 

向 

全数に1箇所。 

場所打ち擁壁工 基準高､幅､高さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合でも上記の密 

度とする。 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 基準高､延長 施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

補強土壁工 

(ﾃｰﾙｱﾙﾒ補強土壁) 

(多数ｱﾝｶｰ式補強土壁) 

(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁) 

基準高､高さ､鉛直度､控え長 

延長 

施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

井桁ﾌﾞﾛｯｸ工 基準高､法長､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

浚渫

工 

浚渫船運転工 

(ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船) 

基準高､幅､延長 測点に1箇所。 

浚渫船運転工 

(ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船)(ﾊﾞｯｸﾎｳ

浚渫船) 

基準高､幅､延長 測点に1箇所。 

浚渫船運転工 

(ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船)(面管理

の場合) 

標高較差 1工事に１断面。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（11／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

床版

工 

床版工 基準高､幅､厚さ､鉄筋かぶり 

鉄筋有効高さ､鉄筋間隔､延長 

1径間に1箇所。 

河川 

築堤 

護岸 

法覆護岸工 

(護岸付属物工) 

幅､高さ､延長 施工箇所に1箇所。 

水制工 

(杭出し水制工) 

基準高､幅､方向､延長 1組毎に1箇所。 

光ｹｰﾌﾞﾙ配管工 

(配管工) 

埋設深､延長 接続(地上機器部)部間毎に1箇所。 

光ｹｰﾌﾞﾙ配管工 

(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工) 

基準高､※厚さ､※幅､※高さ 施工箇所に1箇所。 

※現場打ちがある場合。 

河川 

随門 

随管 

随門・随管本体工 

函渠工(本体工) 

基準高､幅､厚さ､内空幅､内空 

高､延長 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

(ﾌﾟﾘｷｬｽﾄ製品)製品寸法を規格証明 

書で確認とし基準高と延長を測定。 

随門・随管本体工 

函渠工(ﾋｭｰﾑ管)(PC

管)(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ)(ﾀﾞｸ

ﾀｲﾙ鋳鉄管) 

基準高､延長 施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

 

随門・随管本体工 

(翼壁工･水叩工) 

基準高､幅､厚さ､高さ､延長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

河川 

水門 

随門・随管本体工 

(床版工)(堰柱工)(門

柱工)(ｹﾞｰﾄ操作台

工)(胸壁工) 

基準高､幅､厚さ､高さ､延長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

河川

堰 

可動堰本体工 

(開門工)(土砂吐工) 

基準高､幅､厚さ､高さ､延長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

固定堰本体工 

(堰本体工)(水叩工) 

(土砂吐工) 

基準高､幅､厚さ､高さ､堰長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

魚道工 

(魚道本体工) 

基準高､幅､厚さ､高さ､延長 施工延長200mに1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（12／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

河川

堰 

管理橋下部工 

(管理橋 橋台工) 

基準高､厚さ､天端幅､敷幅､高 

さ､胸壁の高さ､天端長､胸壁 

間距離､支間長及び中心線の 

変位 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

河川

排水

機場 

排水機場本体工 

(本体工) 

基準高､幅､厚さ､高さ､延長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

排水機場本体工 

(燃料貯油槽工) 

基準高､幅､厚さ､高さ､延長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

沈砂池工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ床版工) 

基準高､幅､厚さ､高さ､延長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

河川 

床止 

床固 

床固工本体工 基準高､天端幅､堤幅､水通し 

幅､堤延長 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

床固工水叩工 基準高､幅､厚さ､延長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

床固工側壁工 基準高､天端幅､堤幅､長さ 図面寸法表示箇所に1箇所。 

河川

海岸 

堤防

護岸 

護岸基礎工 

(場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工) 

基準高､幅､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合でも上記の密 

度とする。 

護岸基礎工 

(海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工) 

基準高､ﾌﾞﾛｯｸ厚､ﾌﾞﾛｯｸ縦幅 

延長 

施工延長20mに1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合でも上記の密 

度とする。 

護岸工 

(海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工) 

基準高､法長､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合でも上記の密 

度とする。 

護岸工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工) 

基準高､法長､厚さ､裏込材厚 

延長 

施工延長20mに1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出来 

形管理を実施する場合でも上記の密 

度とする。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（13／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

河川

海岸 

堤防

護岸 

天端護岸工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工) 

基準高､法長､厚さ､基礎厚､延 

長 

施工延長20mに1箇所。 

波返工 基準高､幅､高さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

河川 

海岸 

突堤 

人工

岬 

突堤基礎工 

(捨石工) 

基準高､法長､天端幅､天端延 

長 

施工延長20mに1箇所。 

突堤基礎工 

(吸出防止工) 

幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

突堤本体工 

(捨石工) 

基準高､法長､天端幅､天端延 

長 

施工延長20mに1箇所。 

突堤本体工 

(海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工) 

基準高､天端幅､天端延長 施工延長20mに1箇所。 

突堤本体工 

(石砕工) 

基準高､厚さ､高さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

延長は施工箇所に1箇所。 

突堤本体工 

(場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ工) 

基準高､幅､高さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

ｹｰｿﾝ工(ｹｰｿﾝ工製作) ﾊﾞﾗｽﾄの基準高､壁厚､幅､高さ 

､長さ､底版厚さ､ﾌｰﾁﾝｸﾞ高さ 

1室に1箇所。 

ｾﾙﾗｰ工(ｾﾙﾗｰ工据付) 法線に対する出入､据付目地 

間隔 

据付完了後両端天端2箇所。 

ｾﾙﾗｰ工(突堤基礎工) 

(場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ)(海

岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) 

基準高､厚さ､幅､長さ 1室に1箇所。 

根固め工 

(捨石工) 

基準高､法長､天端幅､天端延 

長 

施工延長20mに1箇所。 

根固め工 

(根固めﾌﾞﾛｯｸ工) 

基準高､厚さ､幅､延長 (基準高)施工延長20mに1箇所。 

(幅･厚さ)20個に1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（14／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

河川 

海岸 

突堤 

人工

岬 

消波工 

(消波ﾌﾞﾛｯｸ工) 

基準高､厚さ､幅､延長 (基準高)施工延長20mに1箇所。 

(幅･厚さ)20個に1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

河川

海岸

海域

堤防 

海域堤基礎工 

(捨石工) 

基準高､法長､天端幅､天端延 

長 

施工延長20mに1箇所。 

砂防 

砂防

堰堤 

工場製作工(鋼製堰堤

仮設材製作工) 

部材寸法､部材長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤(ｺﾝｸﾘｰﾄ堰

堤本体工) 

基準高､天端部堤幅､水通し幅 

､堤長 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤(ｺﾝｸﾘｰﾄ側

壁工) 

基準高､幅､長さ 図面寸法表示箇所に1箇所。 

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤(水叩工) 基準高､幅､厚さ､延長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

鋼製堰堤工(鋼製堰堤

本体工(不透過型)) 

水通し部堤高､長さ､幅､袖部 

袖高さ､幅 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

砂防 

砂防

堰堤 

鋼製堰堤工(鋼製堰堤

本体工(透過型)) 

堤長､堤幅､高さ 図面寸法表示箇所に1箇所。 

鉄製堰堤工(鋼製側壁

工) 

堤高､長さ､幅､高さ 図面寸法表示箇所に1箇所。 

砂防 

流路 

床固め工(魚道工) 基準高､幅､高さ､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

砂防

斜面

対策 

山腹水路工(山腹明暗

渠工) 

基準高､厚さ､幅､高さ､深さ､ 

延長 

施工延長20mに1箇所。 

地下水排除工(集排水

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工) 

削孔深さ､配置誤差､せん孔方 

向 

全数に1箇所。 

地下水排除工(集水井

工) 

基準高､偏心量､長さ､巻立て 

幅､巻立て厚 

全数に1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（15／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

砂防

斜面

対策 

抑止杭工(合成杭工) 基準高､偏心量 全数に1箇所。 

ダム 

ｺﾝｸﾘ

ｰﾄﾀﾞ

ﾑ 

ﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ工本体工) 

天端高､天端幅､ｼﾞｮｲﾝﾄ幅､ﾘﾌﾄ 

高､堤幅､堤長 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

ﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ工水叩工) 

天端幅､ｼﾞｮｲﾝﾄ幅､幅､高さ 図面寸法表示箇所に1箇所。 

ﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ工副ﾀﾞﾑ) 

天端高､天端幅､ｼﾞｮｲﾝﾄ幅､ﾘﾌﾄ 

高､堤幅､堤長 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

ﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ工 

(ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ工導流壁) 

天端高､ｼﾞｮｲﾝﾄ幅､ﾘﾌﾄ高､長さ 

厚さ 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

ダム 

ﾌｨﾙ 

ﾀﾞﾑ 

盛立工 

(ｺｱの盛立) 

基準高､外側境界線 各測点に1箇所。 

盛立工 

(ﾌｨﾙﾀｰの盛立) 

基準高､外側境界線､盛立幅 各測点に1箇所。 

盛立工 

(ﾛｯｸの盛立) 

基準高､外側境界線､盛立幅 各測点に1箇所。 

ﾌｨﾙﾀﾞﾑ(洪水吐) 基準高､ｼﾞｮｲﾝﾄ間隔､厚さ､幅 

ﾘﾌﾄ高さ､長さ 

施工箇所に1箇所。 

ダム

基礎

ｸﾞﾗｳ

ﾁﾝｸﾞ 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 深度､配置誤差 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工毎に1箇所。 

(配置位置規定はｺﾝｸﾘｰﾄ面で行うｶｰﾃ 

ﾝｸﾞﾗｳﾄに適用) 

道路

道路

改良 

工場製作工(遮音壁支

柱製作工) 

部材寸法､部材長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工(場所打ち函

渠工) 

基準高､厚さ､幅(内法)､高さ 

延長 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

落石雪害防止工(落石

防止網工) 

幅､延長 施工箇所に1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（16／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

道路

道路

改良 

落石雪害防止工(落石防

護柵工) 

高さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

落石雪害防止工(落雪柵

工) 

高さ､延長 

(基礎)幅､高さ 

施工延長20mに1箇所。 

(延長･基礎)施工箇所に1箇所。 

雪崩予防柵工 高さ､延長 

(基礎)幅､高さ 

(ｱﾝｶｰ長)打込み､埋込み 

施工延長20mに1箇所。 

(延長･基礎)施工箇所に1箇所。 

(ｱﾝｶｰ長)全数に1箇所。 

遮音壁本体工 高さ､延長 

(支柱)間隔､ずれ､ねじれ､倒 

れ 

施工延長5ｽﾊﾟﾝに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

道路 

舗装 

路盤工(歩道､取合舗装､

路肩舗装) 

基準高､厚さ､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

(厚さ)施工延長200mに1箇所。 

但し1工事当り3孔ｺｱ採取測定。 

表層工(歩道､取合舗装､

路肩舗装) 

厚さ､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

(厚さ)延長200mに1箇所。 

但し1工事当り3孔ｺｱ採取測定。 

排水性舗装用路肩排水 

工 

基準高､延長 施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所に1箇所。 

踏掛版工(ｺﾝｸﾘｰﾄ) 基準高､各部の厚さ･長さ 施工箇所に1箇所。 

踏掛版工(ﾗﾊﾞｰｼｭｰ) 各部長さ 全数に1箇所。 

踏掛版工(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ) 中心のずれ､ｱﾝｶｰ長 全数に1箇所。 

道路

舗装 

大型標識工(標識基礎

工) 

幅､高さ 基礎毎に1箇所。 

大型標識工(標識柱工) 設置高さ 施工箇所に1箇所。 

道路付属施設工(ｹｰﾌﾞﾙ

配管工) 

埋設深､延長 接続部間毎に1箇所。 

道路付属施設工(ｹｰﾌﾞﾙ

配管工(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ)) 

基準高､※厚さ､※幅､※高さ 施工箇所に1箇所。 

※現場打ちのある場合。 

道路付属施設工(照明工

(照明柱基礎工)) 

幅､高さ 施工箇所に1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（17／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

道路 

橋梁

下部 

工場製作工 

(鋼製橋脚製作工) 

(部材)脚柱とﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの鉛 

直度､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ孔位置及び径 

(仮組立時)柱の中心間隔､対 

角長､はりのｷｬﾝﾊﾞｰ及び柱の 

曲り､柱の鉛直度 

(部材)全数に1箇所。 

(仮組立時)各主構に1箇所。 

橋台工(橋台駆体工) 基準高､厚さ､天端幅､敷幅高 

さ､胸壁高さ､天端長､敷長､胸 

壁間距離､支間長及び中心線 

の変位､(支承部ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜 

き規格)計画高､平面位置､ｱﾝｶ 

ｰﾎﾞﾙﾄ孔の鉛直度 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出 

来形管理を実施する場合でも上記 

の密度とする。 

RC橋脚工(橋脚駆体工) 

 

基準高､厚さ､天端幅､敷幅高 

さ､胸壁の高さ､天端長､敷長 

､胸壁間距離､支間長及び中心 

線の変位､(支承部ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱 

抜き規格)計画高､平面位置､ｱ 

ﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の鉛直度 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出 

来形管理を実施する場合でも上記 

の密度とする。 

RC橋脚工 

(橋脚駆体工(ﾗｰﾒﾝ式)) 

基準高､厚さ､天端幅､幅高さ 

､胸壁の高さ､天端長､敷長､胸 

壁間距離､支間長及び中心線 

の変位 

(支承部ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き規格) 

計画高､平面位置､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔 

の鉛直度 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

３次元出来形管理要領に基づき出 

来形管理を実施する場合でも上記 

の密度とする。 

道路 

橋梁 

下部 

鋼製橋脚工(脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工

(I型･T型)) 

基準高､幅､高さ､長さ 図面寸法表示箇所に1箇所。 

鋼製橋脚工(橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ

工(門型)) 

基準高､幅､高さ 図面寸法表示箇所に1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（18／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

道路 

橋梁 

下部 

鋼製橋脚工(橋脚架設工

(I型･T型)) 

基準高､脚中心間距離､支間 

長及び中心線の変位 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

鋼製橋脚工 

(橋脚架設工(門型)) 

基準高､橋脚中心間距離､支 

間長及び中心線の変位 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

鋼製橋脚工 

(現場継手工) 

現場継手部のすき間 全継手数に1箇所。 

道路 

鋼橋上

部 

工場製作工 

(橋梁用高欄製作工) 

(部材)、部材長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

鋼橋架設工 

(支承工(鋼製支承)) 

据付高さ､可動支承の移動可 

能量､支承中心間隔､水平度､ 

可動支承の橋脚方向のずれ､ 

同一支承線上の相対誤差､可 

動支承の機能確認 

支承全数に1箇所。 

道路 

鋼橋上

部 

鋼橋架設工 

(支承工(ゴム支承)) 

据付高さ､可動支承の移動可 

能量､支承中心間隔､水平度､ 

可動支承の橋脚方向のずれ､ 

同一支承線上の相対誤差､可 

動支承の機能確認 

支承全数に1箇所。 

橋梁付属物工 

(落橋防止装置工) 

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の削孔長 

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長 

全数に1箇所。 

橋梁付属物工 

(地覆工) 

地覆の幅､地覆の高さ､有効

幅 

員､延長 

1径間に1箇所。 

道路鋼

橋上部 

橋梁付属物工 

(橋梁用防護柵工) 

(橋梁用高欄工) 

天端幅､地覆の幅､高さ､有効 

幅員､延長 

1径間に1箇所。 

橋梁付属物工 

(検査路工) 

幅､高さ､延長 1ﾌﾞﾛｯｸに1箇所。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（19／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

道路 

ｺﾝｸﾘｰﾄ

橋上部 

ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁橋工 

(ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工) 

幅､高さ､桁長ℓ支間長､横方 

向最大ﾀﾜﾐ 

桁全数に1箇所。 

道路 

ﾄﾝﾈﾙ

(NATM) 

支保工(吹付工) 吹付厚さ 施工延長20mに1箇所。 

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 位置間隔､角度､削孔深さ､孔 

径､突出量 

施工延長20mに1箇所。 

覆工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工) 基準高､幅､高さ､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

覆工(床版ｺﾝｸﾘｰﾄ工) 幅､厚さ 施工延長20mに1箇所。 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工本体工 幅､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

坑門工(坑門本体工) 基準高､幅､高さ､延長 図面寸法表示箇所に1箇所。 

坑門工(明り巻工) 基準高､幅､高さ､厚さ､延長 施工延長20mに1箇所。 

道路 

共同溝 

 

現場打構築工 

(現場打駆体工) 

基準高､厚さ､内空幅､内空高 

ﾌﾞﾛｯｸ長 

図面寸法表示箇所に1箇所。 

現場打構築工(ｶﾗｰ継手

工) 

厚さ､幅､長さ 図面寸法表示箇所に1箇所。 

現場打構築工 

(防水工(防水)) 

幅 施工箇所に1箇所。 

現場打構築工(防水工

(防水保護工)) 

厚さ 施工箇所に1箇所。 

道路 

共同溝 

 

現場打構築工 

防水工(防水壁) 

高さ､幅､厚さ 図面寸法表示箇所に1箇所。 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ駆体工 基準高､延長 施工延長20mに1箇所。 

(延長)施工箇所毎に1箇所。 

道路 

電線 

共同溝 

管路工(管路部) 埋設深､延長 接続部間毎に1箇所。 

道路 

電線 

共同溝 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊

部) 

基準高 接続部間毎に1箇所。 

付帯設備工(ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工) 基準高､※厚さ､※幅､※高さ 施工箇所に1箇所。 

※現場打ちのある場合。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（20／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

道路 

道路 

維持 

舗装工 

(切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工) 

厚さ､幅､延長､平坦性 施工延長20mに1箇所。 

道路 

道路 

維持 

舗装工 

(切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工) 

(面管理の場合) 

厚さ又は標高較差の

み 

厚さ標高較差(切削)､厚さ(ｵ 

ｰﾊﾞｰﾚｲ)､幅､延長､平坦性 

1工事に１断面。 

３次元出来形管理要領に基づき出 

来形管理を実施する場合。 

(平坦性)施工延長100m以上に1回。 

(幅)施工延長80mに1箇所。 

舗装工 

(路上再生工) 

(路盤工)厚さ､幅､延長 施工延長20mに1箇所。 

(厚さ)施工延長200m毎に1箇所。 

道路 

道路 

修繕 

工場製作工 

(桁補強材製作工) 

ﾌﾗﾝｼﾞ幅､腹板高､腹板間隔､ﾌﾗ 

ﾝｼﾞ直角度､圧縮材の曲り 

主桁･主構･主要部材全数に1箇所。 

 

農地 

ﾊﾟｲﾌﾟﾗ

ｲﾝ工 

布設接続工(管水路(ｺ

ﾝｸﾘｰﾄ二次製品､鋳鉄 

管､鋼管､硬質塩化ビ 

ニル管)) 

基準高､施工延長 施工延長50mに1箇所。 

 

基礎工(管体基礎工) 幅､高さ､施工延長 施工延長50mに1箇所以上。 

農地 

ため池 

ため池(堤体工) 基準高､堤体高､法長､施工延 

長 

施工延長20mに1箇所以上。 

 

洪水吐工 基準高､幅､厚さ､高さ､中心線 

のｽﾞﾚ､ｽﾊﾟﾝ長､施工延長(又は 

長さ) 

施工延長1ｽﾊﾟﾝに1箇所以上。 

(1ｽﾊﾟﾝ9mとした場合) 

樋管工(同上付帯構造

物(土砂吐ｹﾞｰﾄ等)) 

基準高､幅､厚さ､高さ､中心線 

のｽﾞﾚ､施工延長 

施工延長10mに1箇所以上。 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（21／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

農地 

農用地

造成 

基板造成(ﾃﾗｽ(階段

畑)) 

幅､耕起幅､側溝幅､側溝高さ 

法勾配 

施工延長100mに1箇所以上。 

耕土掘り起こし 耕起深 1haに1箇所以上。 

道路工(耕作道) 幅､厚さ､側溝幅員､側溝高さ 施工延長100mに1箇所以上。 

改良山成 基準高､法勾配 施工箇所に1箇所以上。 

農地 

ほ場整

備工 

表土扱い 厚さ 10haに3点以上。 

基盤整地 基準高 10haに3点以上。 

表土整地 均平度 10haに3点以上。 

畦畔工 高さ､幅 施工延長200mに1箇所以上。 

道路工(砂利道) 厚さ､幅､施工延長 施工延長50mに1箇所以上。 

農地 管路布設(管路工) 基準高､勾配､中心線のｽﾞﾚ、 

延長 

施設毎に1箇所以上。 

ﾏﾝﾎｰﾙ施設(全体) 基準高､幅又は内径､長さ､高 

さ､厚さ 

施設毎に1箇所以上。 

ﾏﾝﾎｰﾙ施設(取付管) 基準高､中心線のｽﾞﾚ 施設毎に1箇所以上。 

公共ます(全体) 基準高､幅又は内径､長さ､高 

さ､厚さ 

施設毎に1箇所以上。 

中継ます施設 

(ﾎﾟﾝﾌﾟます) 

基準高､幅又は内径､長さ､高 

さ､厚さ 

施設毎に1箇所以上。 

中継ます施設 

(圧送管) 

基準高､中心線のｽﾞﾚ 施設毎に1箇所以上。 

汚水処理施設 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物) 

基準高､幅又は内径､長さ､高 

さ､厚さ 

施設毎に1箇所以上。 

汚水処理施設 

(ばっ気沈砂槽) 

砂溜槽流出開口部の基準高 施設毎に1箇所以上。 

汚水処理施設 

(流量調整槽) 

設置高さ､中心線のｽﾞﾚ､基準 

とする散気装置とのｽﾞﾚ､立下 

り管間隔 

施設毎に1箇所以上。 

汚水処理施設 

(沈砂分離施設) 

流入流出管開口部の基準高 施設毎に1箇所以上 
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別表第３(第５条関係) 出来形検査基準（22／22） 

工 種 検査内容 検査密度 

農地 汚水処理施設 

(回分槽) 

上澄水排出部基準高 施設毎に1箇所以上。 

汚水処理施設 

(沈殿施設) 

越流ﾄﾗﾌ流出部基準高 施設毎に1箇所以上。 

汚水処理施設 

(消毒施設) 

消毒器施設面及び流出部の 

開口部の基準高 

施設毎に1箇所以上。 

汚水処理施設 

(汚泥濃縮槽) 

越流ｼﾗﾃ流出部又は脱離液流 

出管の基準高 

施設毎に1箇所以上。 

汚水処理施設 

(汚泥濃縮貯留槽) 

脱離液流出管の基準高､(散気 

装置)設置高さ､中心線位置､ 

基準とする散気装置とのｽﾞﾚ 

､立下り管間隔 

施設毎に1箇所以上。 

汚水処理施設 

(汚泥貯留槽) 

(散気装置)設置高さ､中心線 

位置､基準とする散気装置と 

のｽﾞﾚ､立下り管間隔 

施設毎に1箇所以上。 

頭首工 基準高､幅､厚さ､高さ､長さ 構造図寸法表示箇所に1箇所。 

ﾌﾘｭｰﾑ(開水路) 基準高､幅､厚さ､中心線のｽﾞﾚ 

(直線部、曲線部)､施工延長 

構造図寸法表示箇所に1箇所。 

(施工延長)施工箇所に1箇所。 

森林 

土木 

 

林道 

工事 

法面工 

(特殊ﾓﾙﾀﾙ吹付工) 

吹付量､付着量､接着強度､ 

法長､施工延長 

施工箇所に1箇所。 

(吹付量)全数量を現場搬入時の監 

督員立会確認。施工後の使用残量 

使用済空袋及び空缶の監督員立会 

確認。 

(付着量･接着強度)施工面積50㎡に 

1箇所。 

備考 

１．当該工事の主たる工種については、上表の検査密度を目安に現地で確認を行うこととする。 

２．当該工事の主たる工種以外については、出来形管理図表、写真、ビデオ、３次元モデル等に 

基づき行うことができる。 

３．施工延長は施工のべ延長をいう。 

４．上表に定めていない工種は、契約書に基づき定めた施工管理基準の測定項目を考慮して設定 

することができる。 
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別表第４(第６条関係) 品質検査基準 

工 種 検査内容 検査方法 

共 

通 

材料 (1)品質及び形状は、設計図書と対

比して適切か。 

(1)観察又は品質証明により検査す

る。 

(2)場合により実測する。 

基礎工 (1)支持力は設計図書と対比して

適切か。 

(2)基礎の位置、上部との接合等は

適切か。 

(1)主に施工管理記録及び観察によ

り検査する。 

(2)場合により実測する。 

土工 (1)土質、岩質は設計図書と一致し

ているか。 

(2)支持力又は密度は設計図書と

対比して適切か。 

無筋、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄの強度、ｽﾗﾝﾌﾟ、塩化物総量、

ｱﾙｶﾘ骨材反応対策、水ｾﾒﾝﾄ比等は

設計図書と対比して適切か。 

構造物の機能 構造物又は付属設備等の性能は設

計図書と対比して適切か。 

主に実際に操作し検査する。 

道 

路 

舗 

装 

路盤工 (1)路盤材料の合成粒度は設計図

書と対比して適切か。 

(2)支持力又は締固め密度は設計

図書と対比して適切か。 

(1)主に施工管理記録及び観察によ 

り検査する。 

(2)場合により実測する。 

ｱｽﾌｧﾙﾄ 

舗装工 

ｱｽﾌｧﾙﾄ使用量、骨材密度、密度及 

び舗設温度は設計図書と対比して 

適切か。 

(1)主に既に採取されたコア及び 

現地の観察並びに施工管理資料 

により検査する。 

(2)場合により実測する。 

備考 

１．当該工事の主たる工種については、上表の検査方法を目安に行うこととする。 

２．当該工事の主たる工種以外については、契約書に基づき定めた施工管理基準の測定項目を考慮し 

て設定することができる。 
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別表第５(第６条関係) 品質確認項目一覧（1/4） 

工 種 種 別 品質管理項目 

ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ(転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾀﾀﾞﾑ･覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･吹付ｺﾝｸﾘｰﾄを

除く) 

材料 ｱﾙｶﾘ骨材反応対策 

施工 
塩化物総量規制､単位水量測定､ｽﾗﾝﾌﾟ試験､ｺﾝｸﾘｰﾄの

圧縮強度試験 

施工後試験 ひび割れ調査、ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる強度推定調査 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品(JISⅠ類) 
材料 JISﾏｰｸ確認又は「その他」の試験項目の確認 

施工 製品の外観検査(角欠け･ひび割れ調査) 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品(JISⅡ類) 
材料 

製品検査結果(寸法･形状･外観･性能試験) 

JISﾏｰｸ確認又は「その他」の試験項目の確認 

施工 製品の外観検査(角欠け･ひび割れ調査) 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品(その他) 
材料 

ｾﾒﾝﾄのｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策､ｺﾝｸﾘｰﾄ塩化物総量規制、

ｺﾝｸﾘｰﾄのｽﾗﾝﾌﾟ試験/ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ試験､ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度

試験/空気量測定､鋼材 

施工 製品の外観検査(角欠け･ひび割れ調査) 

ｶﾞｽ圧接 
施工前試験 外観検査 

施工後試験 外観検査、超音波探傷検査 

既製杭工 

材料 外観検査(鋼管杭･ｺﾝｸﾘｰﾄ杭･Ｈ鋼杭) 

施工 

外観検査(鋼管杭) 

鋼管杭･ｺﾝｸﾘｰﾄ杭･Ｈ鋼杭の現場溶接浸透探傷試験(溶

剤除去性染色浸透探傷試験) 

鋼管杭･Ｈ鋼杭の現場溶接放射線透過試験 

基礎工 施工 支持層の確認 

場所打杭工 施工 孔底沈殿物の管理 

既製打杭工(中掘りｺﾝｸﾘｰﾄ打設方

式 
施工 孔底処理 

下層路盤 
材料 

修正CBR試験､骨材のふるい分け試験､土の液性限界･

塑性限界試験､鉄鋼ｽﾗｸﾞの水侵膨張性試験､道路用ｽﾗ

ｸﾞの呈色判定試験 

施工 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ､現場密度の測定 

上層路盤 
材料 

修正CBR試験､鉄鋼ｽﾗｸﾞの修正CBR試験､骨材のふる

い分け試験､土の液性限界･塑性限界試験､鉄鋼ｽﾗｸﾞ

の呈色判定試験･水侵膨張性試験･一軸圧縮試験･単

位容積質量試験 

施工 現場密度の測定､粒度 
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別表第５(第６条関係) 品質確認項目一覧（2/4） 

工 種 種 別 品質管理項目 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

材料 

骨材のふるい分け試験､骨材の密度及び吸水率試験､

骨材の粘土塊量の試験､粗骨材の形状試験､ﾌｨﾗｰの粒

度試験及び水分試験 

ﾌﾟﾗﾝﾄ 粒度 

舗設現場 
現場密度の測定､温度測定(初転圧前)､外観検査(混合

物) 

転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ 

材料 
ｺﾝｼｽﾃﾝｻｰVC試験､ﾏｰｼｬﾙ突き固め試験､ﾗﾝﾏｰ突き固め試

験､含水比試験､ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験 

施工 

ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰVC試験､ﾏｰｼｬﾙ突き固め試験､ﾗﾝﾏｰ突き固め試

験､ｺﾝｸﾘｰﾄの曲げ強度試験､温度測定､現場密度の測定 

､ｺｱによる密度測定 

ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

材料 

骨材のふるい分け試験・密度及び吸水率試験・粘土塊

量の試験、粗骨材の形状試験、フィラーの粒度試験及

び水分試験 

ﾌﾟﾗﾝﾄ 

貫入試験40℃、ﾘｭｴﾙ流動性試験240℃、ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ

試験､曲げ試験､粒度､ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験､ 

温度測定 

舗装現場 温度測定(初転圧前) 

路床安定処理工 
材料 土の締固め試験､CBR試験 

施工 現場密度の測定､ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 

表層安定処理工(表層混合処理) 施工 現場密度の測定､ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 

固結工 
材料 土の一軸圧縮試験､ｹﾞﾙﾀｲﾑ試験 

施工 改良体全長の連続性確認､土の一軸圧縮試験 

ｱﾝｶｰ工 施工 ﾓﾙﾀﾙ圧縮強度試験･ﾌﾛｰ値試験､適性試験､確認試験 

補強土壁工 
材料 

土の締固め試験､外観検査(ｽﾄﾘｯﾌﾟ､鋼製壁面材､ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ製壁面材等)､ｺﾝｸﾘｰﾄ製壁面材のｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験 

施工 現場密度の測定 

吹付工 

材料 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策 

製造 細骨材の表面水率試験､粗骨材の表面水率試験 

施工 ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 

現場吹付法枠工 

材料 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策 

製造 細骨材の表面水率試験､粗骨材の表面水率試験 

施工 ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 
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別表第５(第６条関係) 品質確認項目一覧（3/4） 

工 種 種 別 品質管理項目 

河川・海岸土工・砂防土工 
材料 土の締固め試験 

施工 現場密度測定 

道路土工 
材料 土の締固め試験､CBR試験(路床) 

施工 現場密度の測定、ﾌﾟﾙﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 

捨石工 施工 

岩石の見掛比重 

岩石の吸収率 

岩石の圧縮強さ 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ 

材料 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策 

施工 
塩化物総量規制､単位水量測定､ｽﾗﾝﾌﾟ試験､空気量測

定､ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験､温度測定 

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(NATM) 

材料 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策 

施工 
ｽﾗﾝﾌﾟ試験､単位水量測定､ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験､塩

化物総量規制､空気量測定 

施工後試験 ひび割れ調査、ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰによる強度推定調査 

吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(NATM) 

材料 ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策 

施工 
塩化物総量規制､ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験､吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ

の初期強度(引抜きせん断強度) 

ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(NATM) 施工 
ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度試験及びﾌﾛｰ値試験､ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄの引抜き

試験 

路上再生路盤工 

材料 
修正CBR試験､土の粒度試験･含水比試験･液性限界塑

性限界試験 

施工 
現場密度の測定､土の一軸圧縮試験､CAEの一軸圧縮試

験､含水比試験 

路上表層再生工 
材料 

旧ｱｽﾌｧﾙﾄ針入度･軟化点､既設表層混合物の密度試験 

･最大比重試験･ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験･ふるい分

け試験､新規ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 

施行 現場密度の測定､温度測定､かきほぐし深さ 

排水性舗装・透水性舗装工 

材料 

骨材のふるい分け試験･密度及び吸水性試験､骨材中

の粘土塊量の試験､粗骨材の形状試験､ﾌｨﾗｰの粒度試

験･水分試験 

ﾌﾟﾗﾝﾄ 粒度､ｱｽﾌｧﾙﾄ量抽出粒度分析試験､温度測定 

舗設現場 温度測定､現場透水試験､現場密度測定､外観検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－33－ 



別表第５(第６条関係) 品質確認項目一覧（4/4） 

工 種 種 別 品質管理項目 

ﾌﾟﾗﾝﾄ再生舗装工 

材料 

再生骨材ｱｽﾌｧﾙﾄ抽出後の骨材粒度､再生骨材旧ｱｽﾌｧ

ﾙﾄ含有量･針入度､再生骨材洗い試験で失われる量､

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 

ﾌﾟﾗﾝﾄ 粒度､再生ｱｽﾌｧﾙﾄ量 

舗設現場 外観検査､温度測定､現場密度の測定 

工場製作工(鋼橋用鋼材) 材料 
外観規格(主部材)､機械試験(JIS)､外観検査(付属部

材) 

ｶﾞｽ切断工 施工 表面粗さ､ﾉｯﾁ深さ､ｽﾗｸﾞ､上縁の溶け 

溶接工 施工 

引張試験･衝撃試験･ﾏｸﾛ試験･非破壊試験:開先溶接､

型曲げ試験､ﾏｸﾛ試験:すみ肉溶接､引張試験･曲げ試験 

:スタッド溶接､突合せ溶接継手の内部欠陥に対する 

検査､外観検査(割れ･ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ)､外観形状検査(ﾋﾞｰﾄ

ｰ表面のﾋﾟｯﾄ･凹凸･ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ･すみ肉溶接ｻｲｽﾞ･余盛高

さ･ｱｰｸｽﾀｯﾄﾞ) 

中層混合処理 
材料 

土の含水比試験･湿潤密試験･一軸圧縮試験､ﾃｰﾌﾞﾙﾌﾛｰ

試験 

施工 深度方向の品質確認(均質性) 

鉄筋挿入工 
材料 

品質検査(芯材･ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ等)､定着材ﾌﾛｰ値試験､圧縮

強度試験 

施工 引き抜き試験(受入試験･適合性試験) 

基礎(砂基礎等) 
材料 

突固めによる土の締固め試験､土粒子の密度試験､土

の粒度試験 

施工 砂置換法による土の密度試験､土の含水比試験 

備考 

１．当該工事の主たる工種については、上表の品質管理項目を検査することとする。 

２．当該工事の主たる工種以外については、契約書に基づき定めた品質管理項目を考慮して設定 

することができる。 
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コンクリート擁壁工に準ずる

   　［注］ 必要により、構造物を最小限破壊して確認を行う場合に適用する。

天端又は擁壁前面から打継部
分を穿孔

穿孔径は30㎜以上とする。 打継部からの
漏水確認

(打継目より下部へ50㎝以上貫通)
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アスファルト舗装工 仕上り面を穿孔 コアカッターによりコア採取
舗装厚、密度
の確認

コンクリート舗装工 仕上り面を穿孔 コアカッターによりコア採取
舗装厚、強度
の確認

コンクリート法覆工 セメント類吹付工に準ずる

橋梁下部工

裏込め材の充
填状況抜石、透水は交互に行い、穿

孔深は高さの2/3Ｈ 又は2.5ｍ

路床・路盤工 仕上り面を穿孔
路盤、路床の
厚さ、密度の
確認

水路工等 敷張コンクリート面を穿孔 穿孔径は75㎜以上とする 敷厚を確認

堰　　堤　　工
床　　固　　工
コンクリート根固工
防　　潮　　堤
頭　　首　　工

天端中央、法面上下流、
水叩部

穿孔径は30㎜以上とし、穿孔
深は、高さの2／3以上又は 3ｍ 打継部からの

漏水確認

(打継目より下部へ50㎝以上貫通)

コンクリート擁壁工

セメント類吹付工 吹付面を削孔 削孔径は75㎜以上とする 吹付厚を確認

別表第６(第９条関係)　　　　　破 壊 検 査 基 準 【土木工事】

工　　　　種 破　　壊　　箇　　所 穿 孔 径 等 確認事項

土　　工 土工仕上げより掘削
盛土等の材
質、転圧状況
等の確認

石積工、石張工
ブ ロ ッ ク 積 工

積・張工天端からの穿孔
積・張工前面からの抜石

穿孔径は30㎜以上とする。
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　　　　土工 ・・・・・・・・・・・・・・  確認の必要な部分を掘り起こし、密度試験などの試験を行い、その試験

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結果により確認する。

　　　　アスファルト舗装 ・・・・・ 確認の必要な部分のコアを採取し、その試験結果により確認する。

　・最小限の破壊検査とは

　①出来形に関する最小限度の破壊検査の例

　　　　構造物の寸法・・・・・・・・確認の必要な部分の掘起こし又は抜き取り等の破壊を行い、実測により

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認する。

　　　　舗装の厚さ ・・・・・・・・・・確認の必要な部分のコアを採取し実測により確認する。

　②品質に関する最小限度の破壊検査の例

　　　　コンクリート構造物 ・・・・確認の必要な部分の一部をはつり取り、目視及びシュミットハンマー等に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より確認する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに確認が必要な場合は、コアを採取しその試験結果により確認する。


